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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グリップと、グリップに回転自在に軸支されたローラとを備え、ローラには周方向の一
部にマグネットが固定されており、マグネットは棒磁石でありローラの軸線方向にＮ極と
Ｓ極とが配置されていると共にローラの周方向に間隔をあけて複数配置してあり、且つ各
マグネットは周方向に隣りあう磁極を互いに異ならせて配置することにより、ローラの軸
線方向に形成した磁界の向きを交互に逆方向にしていることを特徴とする美容器機。
【請求項２】
　ローラ表面はプラチナ及びゲルマニウムを混入したアルミニウム材でできていることを
特徴とする請求項１に記載の美容器機。
【請求項３】
　ローラ表面に多数の凹凸を形成してあることを特徴とする請求項２に記載の美容器機。
【請求項４】
　ローラ軸には、軸線方向に磁性体が配置されており、磁性体はマグネットに対峙して配
置してあることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の美容器機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚の活性化を図る美容器機に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　特許文献１には、ローラ内部に円柱状のマグネットを固定して、ローラと共にマグネッ
トが回転する美容器機が開示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－２３５２８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の美容器機では、ローラの周面全面に磁界が形成されている
ため、皮膚には常時磁界が作用する。このため、ローラ使用時に磁界による作用を受ける
ことができるが、磁界による刺激を得ることができないため、皮膚の活性化に限度があっ
た。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたものであり、磁界により皮膚の活性化を高めること
ができる美容器機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、請求項１に記載された発明は、グリップと、グリップに回
転自在に軸支されたローラとを備え、ローラには周方向の一部にマグネットが固定されて
おり、マグネットは棒磁石でありローラの軸線方向にＮ極とＳ極とが配置されていると共
にローラの周方向に間隔をあけて複数配置してあり、且つ各マグネットは周方向に隣りあ
う磁極を互いに異ならせて配置することにより、ローラの軸線方向に形成した磁界の向き
を交互に逆方向にしていることを特徴とする。
【０００７】
【０００８】
　請求項２に記載された発明は、請求項１に記載された発明において、ローラ表面はプラ
チナ及びゲルマニウムを混入したアルミニウム材でできていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項３に記載された発明は、請求項２に記載された発明において、ローラ表面に多数
の凹凸を形成してあることを特徴とする。
【００１０】
　請求項４に記載された発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の発明において、ロ
ーラ軸には、軸線方向に磁性体が配置されており、磁性体はマグネットに対峙して配置し
てあることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１に記載された発明によれば、ローラに配置されたマグネットはローラの軸線方
向の磁束による磁界を形成しているので、皮膚にローラをあてて転がすと、皮膚には磁界
が作用するときと作用しないときとが生じて、皮膚には磁界が間欠的に作用する。磁界が
皮膚に作用することにより血行を促すことが知られているが、磁界が常時作用するのでな
く、間欠的に磁界を作用することにより血液の流れを刺激的に促進でき、皮膚の活性化を
図ることができる。
【００１２】
　隣り合うマグネットはローラの軸線方向に対して各々逆方向の磁界を生じるので、血液
に交互に方向が異なる磁界による刺激を与えることができ、更なる皮膚の活性化を促進で
きる。
【００１３】
　請求項２に記載された発明によれば、請求項１に記載された発明と同様の効果を奏する
と共に、プラチナ及びゲルマニウムにより活性電子を放出するので、しみ、そばかす等の
除去や老廃物の分解除去を促進できる。
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【００１４】
　請求項３に記載された発明によれば、請求項２に記載された発明と同様の効果を奏する
と共に、皮膚のもみ機能を同時に行うことができ、血行の促進や皮膚の活性化を更に高め
ることができる。
【００１５】
　請求項４に記載された発明によれば、請求項１～３の何れか一項に記載された発明と同
様の効果を奏すると共に、ローラ軸に配置された磁性体はマグネットの磁極と対向する部
分がマグネットの磁極と反対の極性に磁化されると共に、マグネットと磁性体間で磁界が
形成される。この磁界はローラの表面よりも径方向外側に食み出して形成されるから、ロ
ーラを皮膚に転がせば、食み出した磁界を皮膚が間欠的に受けて、皮膚の活性化を図るこ
とができる。また、少ないマグネットの数で、強い磁界を付与することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に、添付図面を参照しつつ本発明の実施形態について説明する。図１は本実施の形
態に係る美容器機の図であり、（ａ）は（ｂ）に示すＡ―Ａ断面図であり、（ｂ）は美容
器機の縦断面図であり、図２は図１に示す美容器機の分解断面図であり、（ａ）は固定部
であり、（ｂ）は回転部の断面であり、図３は本実施の形態に係る美容器機の使用状態を
示す斜視図である。
【００１７】
　図１及び図２に示すように、本実施の形態に係る美容器機１は、ブリップ３と、グリッ
プ３に回転自在に軸支されたローラ５とを有し、グリップ３にはローラ軸７が嵌合固定さ
れている。
【００１８】
　ローラ５は、円筒形状の表面材９と、表面材９の内周に設けたマグネット固定部材１１
ａ、１１ｂとを有し、マグネット固定部材１１ａ、１１ｂは表面材９の各端部から圧入さ
れており、マグネット固定部材１１ａ、１１ｂ間には、２つのマグネット１３ａ、１３ｂ
が挟持されている。
【００１９】
　マグネット固定部材１１ａ、１１ｂは、内周がローラ軸７の周囲を摺動可能に配置され
ており、マグネット１３ａ、１３ｂ及び表面材９がローラ軸７に対して一体に回転するよ
うになっている。
【００２０】
　ローラ軸７の先端側には、キャップ１５がネジ固定されており、キャップ１５の鍔部１
５ａにより先端側マグネット固定部材１１ａがローラ軸７から抜けないように保持してい
る。
【００２１】
　ローラ軸７の基端側（グリップ側）には係合部１７が設けてあり、グリップ側マグネッ
ト固定部材１１ｂのグリップ側への移動を規制している。
【００２２】
　表面材９は、プラチナ及びゲルマニウムを混入したアルミニウム材でできており、外周
面に梨地状に多数の凹凸１９が形成してある（図３に一点鎖線で抜き出して示す）。
【００２３】
　マグネット１３ａ、１３ｂは各々周方向に等間隔に配置されて棒磁石であり、ローラ軸
の軸線方向にＮ極とＳ極とを配置している。また、一方のマグネット１３ａと他方のマグ
ネット１３ｂとは、周方向に隣り合う磁極を互い異ならせており、一方のマグネット１３
ａは磁束Ｅが先端側（Ｎ極）からブリップ側（Ｓ極）に向かう磁界を形成し、他方のマグ
ネット１３ａは磁束Ｆがブリップ側（Ｎ極）から先端側（Ｓ極）に向かう磁界を形成して
おり、互いに異なる向きの磁界としてある。
【００２４】
　図２を参照して、本実施の形態に係る美容器機１の製造方法について説明する。グリッ
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プ３にローラ軸７の係合部１７（グリップ側端）を圧入する。一方、表面材９の内周側に
マグネット１３ａ、１３ｂを挟むようにして、円筒形状の表面材９の各端側からマグネッ
ト固定部材１１ａ、１１ｂを圧入してローラ５を組み立てる。次に、ローラ３のマグネッ
ト固定部材１１ａ、１１ｂの内周をローラ軸７に挿入して、キャップ１５をローラ軸７の
先端に螺合する。
【００２５】
　次に、本実施の形態に係る美容器機１の使用方法、作用効果について説明する。
【００２６】
　図３に示すように、使用時には、グリップ３を手に持って、ローラ５の表面を皮膚にあ
ててローラ５を皮膚に沿って転がす。
【００２７】
　本実施の形態によれば、ローラ表面の凹凸１９により皮膚を揉みつつ、マグネット１３
ａ、１３ｂによる磁界が間欠的に皮膚に作用し、皮膚に磁界の刺激を与える。しかも、本
実施の形態では、磁界は反対方向の磁界を交互に皮膚に与える。
【００２８】
　同時に、ローラ５の表面からは表面材９に含まれるプラチナ及びゲルマニウムによる活
性酸素が供給される。
【００２９】
　ローラ５に配置されたマグネット１３ａ、１３ｂはローラ５の軸線方向の磁束による磁
界を形成しているので、皮膚にローラ５をあてて転がすと、皮膚には磁界が作用するとき
と作用しないときとが生じて、皮膚には磁界が間欠的に作用する。磁界が常時作用するの
でなく、間欠的に磁界を作用することにより血液の流れを刺激的に促進でき、皮膚の活性
化を図ることができる。
【００３０】
　更に、隣り合うマグネット１３ａ、１３ｂはローラの軸線方向に対して各々逆方向の磁
界を生じるので、血液に交互に方向が異なる磁界による刺激を与えることができ、更なる
皮膚の活性化を促進できる。
【００３１】
　プラチナ及びゲルマニウムにより活性電子を放出するので、しみ、そばかす等の除去や
老廃物の分解除去を促進できる。
【００３２】
　ローラ５の凹凸１９により皮膚のもみ機能を同時に行うことができ、血行の促進や皮膚
の活性化をし易くなる。
【００３３】
　美容器機１の組立ては、マグネット１３ａ、１３ｂを円筒状表面材９の両端からマグネ
ット固定部材１１ａ、１１ｂを各マグネット１３ａ、１３ｂを挟持するようにして圧入に
より組み立てるので、容易にできる。
【００３４】
　本発明は、前述した実施形態に限定されず、その要旨を逸脱しない範囲で種々変形可能
である。
【００３５】
　例えば、マグネット１３ａ、１３ｂは、周方向２つ配置することに限らず、３つ、４つ
等間隔をあけて配置するものであれば、数は制限されない。
【００３６】
　上述した実施の形態において、図４に示すように、ローラ軸７には、軸線方向に鉄等の
磁性体２１を配置しても良い。この変形例によれば、上述した実施の形態と、同様の効果
を奏すると共に、ローラ軸７に配置された磁性体２１はマグネット１３ａ、１３ｂの磁極
Ｓ、Ｎと対向する部分が対向する各マグネット１３ａ、１３ｂの磁極Ｓ（Ｎ）と反対の極
性Ｎ（Ｓ）に磁化されると共に、各マグネット１３ａ、１３ｂと磁性体２１との間で且つ
マグネット１３ａ、１３ｂの上下方向中央から上下に異なる方向の磁束Ｅ、Ｆによる磁界
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が形成される。各磁界はローラの表面よりも径方向外側に食み出して形成されるから、ロ
ーラを５皮膚に転がせば、食み出した磁界を皮膚が間欠的に受けて、皮膚の活性化を図る
ことができる。また、少ないマグネット１３ａ、１３ｂの数で、強い磁界を付与すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本実施の形態に係る美容器機の図であり、（ａ）は（ｂ）に示すＡ―Ａ断面図で
あり、（ｂ）は美容器機の縦断面図である。
【図２】図１に示す美容器機の分解断面図であり、（ａ）は固定部であり、（ｂ）は回転
部の断面である。
【図３】本実施の形態に係る美容器機の使用状態を示す斜視図である。
【図４】本実施の形態の変形例に係る美容器機の図であり、（ａ）は（ｂ）に示すＡ―Ａ
断面図であり、（ｂ）は美容器機の縦断面図であり、（Ｃ）はマグネットと磁性体との間
に形成される磁界を説明した図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１　　　美容器機
　３　　　グリップ
　５　　　ローラ
　７　　　ローラ軸
　９　　　表面材
　１３ａ　マグネット
　１３ｂ　　マグネット
　１９　　凹凸

【図１】 【図２】
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